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お客様、関係者各位  お客様、関係者各位  

平成 28年 9月 15日 平成 28年 9月 15日 

長 岡 信 用 金 庫 長 岡 信 用 金 庫 

 理事長 名地 定夫  理事長 名地 定夫 

  

当金庫は、中小企業支援強化のため、ＴＫＣ関東信越会と「中

堅・中小企業の持続的成長支援に関する覚書」を締結いたしまし

た。 

当金庫は、中小企業支援強化のため、ＴＫＣ関東信越会と「中

堅・中小企業の持続的成長支援に関する覚書」を締結いたしまし

た。 

長岡信用金庫（理事長：名地定夫）とＴＫＣ関東信越会（会長：栗林豊）は、相互の協力

関係を一層強化し、金融機関と税理士・公認会計士が協働して中堅・中小企業の持続的成長

を図るため下記の通り「中堅・中小企業の持続的成長に関する覚書」を締結いたしました。

長岡信用金庫（理事長：名地定夫）とＴＫＣ関東信越会（会長：栗林豊）は、相互の協力

関係を一層強化し、金融機関と税理士・公認会計士が協働して中堅・中小企業の持続的成長

を図るため下記の通り「中堅・中小企業の持続的成長に関する覚書」を締結いたしました。

当金庫は、税理士・公認会計士との連携強化により、更なる金融仲介機能の円滑な発揮に

努め、地方創生や地域社会の発展に貢献してまいります。 

当金庫は、税理士・公認会計士との連携強化により、更なる金融仲介機能の円滑な発揮に

努め、地方創生や地域社会の発展に貢献してまいります。 

  

記 記 

1. 覚書の内容 1. 覚書の内容 

（1）企業のライフステージに応じたコンサルティング機能の強化に関する事項 （1）企業のライフステージに応じたコンサルティング機能の強化に関する事項 

（2）中期経営計画の策定支援とモニタリング支援に関する事項 （2）中期経営計画の策定支援とモニタリング支援に関する事項 

（3）「中小企業の会計に関する指針」、「中小企業の会計に関する基本要領」の定着に関す

る事項 

（3）「中小企業の会計に関する指針」、「中小企業の会計に関する基本要領」の定着に関す

る事項 

（4）「経営者保証に関するガイドライン」の定着に関する事項 （4）「経営者保証に関するガイドライン」の定着に関する事項 

（5）前各号に関する研修会、勉強会の開催 （5）前各号に関する研修会、勉強会の開催 

  

2. 締結日 2. 締結日 

平成 28年 9月 15日（木） 平成 28年 9月 15日（木） 

以上以上

 

【本件についてのお問合せ先】 

長岡信用金庫 審査部 経営支援課 

担当：行方(ナメカタ)、田中 

住 所：〒940-8660 長岡市大手通2-4-7  

電 話：0258-37-5435 

F A X：0258-36-4326 

E - m a i l：070shinsa@nagaoka-shinkin.com 


